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令和 ４年度むの施鼈の指定管ミ団体等監査の結果報告について

ｔ力 自治伍第 １９９条第７ 癢の規定にあづき 、特定非営ｊｆｌ』ほ勤ま人Ｎ Ｐｏ スポーツウ

ェルネス、特定非営利き勤迩、人いちのヘズイヒ ・ま術Ｎ Ｐｏ‾ｋび－Ｆぢ体育協会に対す

る監まを実施 した ので、同条第 ９項の規定に より 、監をの結果に関する報告書を提ｉ
しま す。

なお 、こ のｔｔの結果に基づき 、又 はこ の監をの結果を参考と して措置を講 じたと
～

きは、回条第 １４ 項の規定によ りａ加願いま す。



令和 ４年度Ｑの施設の指定　ＩＩ者監査結　報告

第１　 監査の概ｉｌ

１ 監査の種類

丿七方自治法第１９９ 条第 ７項によ る監を

２　 監査の対゛

むの施設

一Ｆ ＢＩｒ総合運動ぬ園

一戸町コ ミュ ニテ ィセ

ンタ ー・ 図書館

御所野縄ズぬ園

担售牒

生Ｒ学習 ・協働推進課

生を学習 ・協働推進課

世界遺産課

指定管ＪＩ者

特定非営利活勤ま人

ＮＰ ｏスポーツウ ェルネス

特定非営利き勤法人

いちのヘズ化 ・な術Ｎ ＰＯ

特定非営利活勤法人

いちのへ文化 ・ち術Ｎ ＰＯ

３　 監査の　囲

令和 ３年度に行っ たぬの施鼈の指定管理１に係る 手縦き等本務の執行状況並びに指

定管ＪＩ者のなの施鼈の指定管ミ業務の全般ｊ．び付随す る事務の執行状況

４　 監査の期間

令和 ４年 １２　Ｊ１　５　日（１） から 令和 ４年 １２ 大ｊ　２３　日（金） まで

５　 監査の方法

担售課か ら施鼈の指定管ＪＩに係る協定書、 事業計蔦書、 実績報告書等の関係書類を、

指定管ミ者から事業に係る関係書類、帳簿等を徴 し、 事務局職員による予備監をを実

施すると とも に、 監を委員が監ま対象施Ｒに 出自］いて関Ｗ者から説明等を求め ること

によ り監査を実施 した。

６　 監査の着眼点

（１）担当課

①　指定管ミに関する協定１大Ｉ容に必Ｘ事項が確実にＥ載されている か。

②　指定管ミに関する 協定鸚容のき行が確認でき てい るか。

③　指定管を料の執行鸚容が確認できている か。

④　指定管Ｊミ者において施Ｒの利Ｗぼ儖を回る こと としている場合は、ｊＦＩＪＪＩの奨励

に努めて いる か。
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⑤　ｍｔ管万考制度が機能 し効率白りな管を遲営が回 られ、禾リＪＩき進効果がＲｇでき

るも のと なっ てい るか。

⑥　利用料金等の現金等金ぬの収受や保管八び管ミ等について、指導管をが されて

いる か。

⑦　羶ｔ塰ミ者への指導Ｅ督は、・加にそわれて いる か。

（２）指定管ＩＩ者

①　本業計蔦書、 予算書Ｒび決算嶌蓑等 と祖售牒七 し`た実績報き書等は符合す

るか。

②　指定管ＪＩ料の請求、 受領は適時に行われている か。

③　実施業務は、 牡回八び 目白ＩＪ に従って実施され、十分効果があげられてい るか。

また、指定管ミ料等が 目的夕｜ヽに流万ｊさ れていないか。

④　 け１納顎加辰票のを備、Ｅ帳は適ｉＥか。ま た、 領效書な どの℡拠書類のを備、保

存は適切か。

⑤　匏定管を叺等に係 る匐よの会計めをは適：Ｅ か。

⑥　会牡処ミ上の責任体鼈は確：ｔされてい るか。

⑦　利死Ｉ料金等の匐翫や保管管ミが適やＪにな され、その他金銭等の管ミが徹たされ

てい るか。
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第２　 監査の結果

１　 一戸 ＩＢ：「総合運動八

（１ ）　 指定管ＩＩの概要

ア　 指定管理者　　 特定非営利ほ勤伍人Ｎ Ｐｏ スポーツ ウェ ルネス

イ　 祖　 肖　 課　　 生を学習 ・協働推ま課

ウ　 指定 期間　　令和 ２年 ４ｊ １日 から令和 ７年 ３大ｊ３ １日 まで

エ　 指定管理料　　 ４９，９４０，０００　Ｐヨ （令和３ 年度）

オ　施設 概要　　クラ ブハウス、陸上競技場、野球場、テニス コー ト、 屋内ゲー

トボール蘓、 多目 蝎グラン ド、 ドッ グラ ン、 ウォ ーキ ング コース

（２）　 監査の結果

指定管班１者八び担肖ほの事務について、おおむね適ｍに執行されてい るも のと認

めら れる。

ただ し、 「（３） 監をに係る意え」 のとおり 改善の必要がある ものが認められる こと

から 、担肖課において は、 事務タａミの改善｀反び指定管Ｊミ者に対し適切な指導を行う

とと もに、指定管を者においては適リＪな措置を豫じられたい。

（３）

管ミするミ動ぬ園施℡の利丿目促進に創意工夫を凝ら している ほか、各ｊｔに出自い

たｊＥ動教まなどを積極的に鴦催（延５２８ 回・ 参加者延 ５， ６８０人）するな ど本社のス

ポーツ振興の拠点 としての機能を十分に果た している もの と認められる が、 一層の

サー ビス 『氛上と 適切な管‾ｔ運営がな されるよ う、 次の事項について改善をさ れたい。

ア　 ぶ本協定に定めている利用者数の１ 次報告や目標指標の進捗管ミがなされて

いないほか、 指さ管ミ考の管を亂営体制に係る担肖課と指定管ｊｌ考と の回の課Ｓ

翫有や意思疎るが十分でない点がえ受け られるこ とから改善を されたい。

イ　 会計処ミについて １名の職員で行ってお り、 ぬ金等の適切かつ安全な管ミがな

されるよ う複数の職員で役割を分担 し、 相互牽制がな される体制になる よう 改善

されたい。

ウ　 Ｒ］‘でｔ備 している備品七帳 （財務会計システムに よるデータベース管ミ）が指

定管ミ考と４有されていないた め、 指定管を希において備品の把握が適リＪ になさ

れていない点が見受け られるので改善さ れた い。

エ　 在勤ｊきｊ旅行に際し て、 旅行命令が迫顋に行われないな ど職員の ｍｉ』１勤管をに迫

リ］ さを欠く ｊｉが見受け られるこ とか ら、 規程の整備や事務処ミの迫工化に［白］ けた

取組をされたい。

オ　 コミ ュニティ ーセンター・ 回書館や御所Ｗ縄文ぬ回で行っている利ＪＩ考の満箟。
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度や苦情などをモニタ リングする匐、組やほＳＦ大１容の評価を行 う仕組みについて導

入を検討されたい。

カ　 職員 ・業務従事者の平均年齢が高く 、今後、 施只管ミや組織運営に支障を来す

こと が懸念さ れる こと から 、職員等の新たな採用 について一層努め られたい。

また、職員・ 業務従事者の給与 ・賃金が指定管をを私き受けた肖時のぢの臨時

職員賃金を基準に算定され、な来、 適Ｗな見直しがな されていない状疣にあ り、

これが職員等の確保を難しくしている要因と も考えられる ことから、担肖課八び

指定管を者においてはＦの祖行の鵯度や最その労働関イ奉加令の改ミな ども踏まえ

つつ、そのＲ直しについて検討されたい。

２　 一戸ｌｒコミ ュニティセンター 一回・　館

（１ ）　 指定管ＩＩの概Ｓ

ア　 指定管ミ者　　 特定非営利活動法人い ちのヘズイヒ ・Ｅ爽術ＮＰＯ

イ　 担　 肖　 課　　 生を学習 ・協働推ま牒

ウ　 指定 期間　　令和 ２年 ４Ｊミ１ １日 から令和 ７年 ３ｊ ３１ 日まで

エ　 指定管ミ料　　 ６５，５７５，０００　Ｐヨ （令和３ 年度）

オ　を鼈概要　　ホール、 会議ま、 視聴覚室、図書室、Ｅ膳ま、本務室、ギャラ

リー、駐車場

（２）　 監査の結果

指定管‾ミ者Ｒび担售戛の事務について、特に指摘すべき事癢はな く、 おおむね適

工Ｅに執行されている もの と認められる。

ただ し、 「（ ３） ｔ査に係 る意見」 のと おり 改善の必要が ある ものが認めら れる こと

から、祖肖棄においては、 事務処‾ｔの改善Ｒび指定管を者にがし適リＪな指導を行う

とと もに 、指ｔ管を者において は適切な措置 を講 じら れた い。

（３）監査に係る

管ｊｌするコ ミュニテ ィセ ンタ ー・ 回書館についてを両展など 自圭事業に積極白りに

取り組んでいるほか、 専Ｍ職と しての能力・ 技術自上などにも取り 組み、本社の回

書館 ・文化振興拠ぬｉ としての機能を十分に果た している もの と認められる が、 一層

のサービス［ｆｉ］上 と適りＪ な管を篷：営がな されるよ う、 次の事‾４について改善を された

い。

ア　 年度協定書（業務仕様書） において、管ミＳ営に係る事業八びその他事業につ

いては、 別口座で管‾ミするこ とと されているが、鶚一口座で管理している状疣に

ある。

これは仕様書と異なる取扱いと なっているこ とか ら、 担当課においては、祖状

の経班１実態などを踏まえつつ、どのよ うな 口座管‾ミが適肖か指定管理希とぬ議し、
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Ｗ゛．

え直 しを検討 されたい。

イ　 Ｆでま備 して いる備品台帳 （財務会計システ ムに よる デー タベース 管ｊｌ） が指

定管を者 と共有さ れていないた め、 指定管万考において備あの把握が適リＪ になさ

れていない点が見受け られるので改善されたい。

ウ　 年度協定書（業務仕様書） にまづき 、利篦考の満え度や苦情な どをモニタリン

グしたり 、ほ動ｌ大Ｊ容の翳価を行 う仕祖を導入 している が、 その結果について担售

諜において把握していない こと や、 指定管を者において次年度の計画に十分にき

かしていないなどぞ十分な点がえ受けられる ので、担售牒八び指定管ミ者におい

ては、その旬、祖が一層、 効果を上げられる もの とな るよ う改善を されたい。

エ　 職員の給与は、指定管ミを私き受けた售嶌のＦの壥加胤員 （祖在は会計年度任

篦職員に移行）賃金をＸ準に算定さ れ、 その後、 多少の見直しはされた ものの、

その給与水準は、 学歴、経験年数が 回等のぢの会計年度イモ用職員 とＪ；ヒ較して低い

状況にあ る。 担售課Ｒび指定管ミ者において は、 むの現行の制度や、最兔の労働

関係な令の改ｉＥなど も踏まえつつ、そ のえ直し について検討されたい。

３　 御所野縄文■・

（１ ）　 指定管ＩＩの概：ｉ

ア　 指定ｔＪＩ者　　特定非営利き動法人い ちのへ文化・ ま術ＮＰＯ

イ　 担　 售　 課　　 ｔ界遺棄牒

ウ　 指定 期間　　令和 ３年 ４ｊ １日 から令和 ６年 ３ｊ ３１ 日まで

エ　 指定管理料　　５１，８６４，０００　Ｐヨ （令１０ ３年度）

オ　施鼈概ｇ　　御所Ｆ縄ズ博鶚黠、史跡ぬ園、 吊り 橋、 １眩車場

（２）　 監をの結果

ｍ定管を考‾反び祖肖 ほの事務について 、特に指摘すべき 事癢はな く、 おおむね追

ｉＥに執行されている もの と認められる。

ただ し、 「（３） ｔ虻に係る意え」 のと おり 改善の必要がある ものが認められる こと

から 、担售戮において は、 事務夕ａＪＩの改善Ｒび指定管万考に対 し追切な指導を行う

とと もに、指定管ミ者においては追加な措置を講 じら れた い。

（３）　 監査に係る意見

響ミする御所Ｆ縄ズむ園について、 調を研究ほ動、ほ演・ 講座、企画展など事業

に積極的 に取 り組み、 本社が胯 るｔ界大化遺棄の発信拠点 とし ての機能 を十分に果

たし てい るも のと 認め られ るが 、一層の サー ビス ［ｉＳ］ 上と 適リ］な響を篦営 がな される

よう 、次の事項について改善をされたい。

ア　 年度協定書（業務仕様書） において、鷽をを営に係る事業ｊ１びその他事業につ
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いては、 加口座で管ＪＩするこ とと されているが、同一口まで管ミしている状況に
ある。

仕様書と異なる取扱い となっている こと から、担售覧においては、 祖状の経‾ｔ

実ちなどを踏まえつつ、どのよ うな 口座管ミが適售か匏定管を者と 協縦 し、 ＵＬ
しを検討 されたい。

イ　 ぢでま備 している備ａ台帳 （財務会計システムによるデータペース管ミ）が指

定管ミ者 とヨ具有 されてい ない ため 、指定管ミ者において備あ の把握が適切 になさ

れていない点がえ受け られるので改善されたい。

ウ　 令和 ３年度の事業計蔦書が未策定のため、き動状況の評価が行われていないな

ど協定書に定める 匐、組がなされていない状疣が見受けられる こと から 、担肖ほｊｌ

び指定管ミ考において は、 協定書にぶづいた施鼈管まま営 を適リ］ に行 うよ う取り

組まれたい。

４　 その他回ｒの・ａの施設の指定管ＩＩ制度のａｌｌに係る意ｊｌ

ぬの施鼈の指定管ミ事務につい て、 今般、３ 施鼈についてＥま した とこ ろ、 上Ｅの

意えのと おり 、指定管ミ者に筒する定Ｊり１ 白４Ｊな指導管ミ、成丿寮に係る罌価な ど協定がき

が施鼈によって異なっ たり 、規定されていても十分に機能していないｉｉな どがみられ

たほ か、 人件費のえ直 しが適ｔなさ れて いないな どの課Ｓがｔ受け られ た。

ついては、Ｆはなの崔敗のＷ甎：惹として、 施鼈ごと の特きを踏ま えつつも、人イ牛戛

を含め指定管ＪＩ料の算定ＪＩ準の 目安を示 した り、 指定管ミ希の管を慝営状疣の定期蝎

な履行確おや管を慝営状況の評価・ ぬ表など、Ｒ］‘の対象施鼈兔体に一定の統一的な指

定管ミ制度のＳＪＩが なさ れる よう 、ガイド ライ ンの制定を検討さ れた い。
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ｙ・

第１　 監まの概Ｓ

１

令和 ４年度財政援ｌ】回体等監査結 ＝ニ 報告・

監査の種類

ｔ方自治法第 １９９条第７ 項による監査

２　 監査の対｀

筒象回体名

一Ｆ ほＴ体育協会

万象事業名　　　　　　　　　担当課

一‾狎叭体育協会本業費補助金　 生を学習 ・協働推進課

３　 監査の。ｕ囲

令和 ３年度に行っ た一‾狎叭体育協会に対する事業費補縦丿金のｉＭその他の事務の
執行状況

４　 監査の期間

令和４年 １２　Ｊ１　１２　日か ら令皋］ ４年 １２　１　２３　日まで

５　 監査の方法

関係書類のｔｌｉをそけ書類に よる予備ｔ虹を実施すると とも に、 担售鶚攷び補助金
ませ回体の関係者から事情聴な した。

６　 監査の‾罨点

（１ ）担当課

ア　 補助金そ の他の財政的援助の決定は、法令等に適合してい るか。

イ　 補助１：の目 的は明確か、 また、ぬＩＥ上の必Ｓｊｔ生は十分か。

ウ　 補」嶌金の額の算 定、 交イ才力法、 時期 、手続等 は適 ‾ｉＥか。

エ　 補助・１の効果ｊａび条件の履ぞ子確認は、 実績報告書等によ りな されてい るか。

オ　 補助金交付団体への指導監督は、適‾Ｅに行われてい るか。

（２）回体関係

ア　 事業計画書、 予算書八び決算諸表等 と祖蕪戮、にをｉ した補あ金の交せ申請さ、
実績報告書等は符合するか。

イ　 補助金たけ申請書の提ｉｊ１び補助金の請求、受領は適鬻に行われてい るか。

ウ　 事業は、 計回２えび交付目 的に従っ て実施さ れ、 十分な効果が あげ られてい るか。
また 、補助金が補助筒象事業な夕ｉヽに流用 されてい ない か。

エ　 ｉ納関係帳Ｓの整備、 Ｅ録は適ｉＥか。 また、領效書などの証拠書類のを備、保
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存は適福か。

オ　 補助金に係る収支の会計経ミは、適ｉＥ か。

ヵ　 会計処を上の責任体制は確をされている か。

キ　 精算報告は、 適‾をに行われている か。 また、精算に伴う ｊｉぎ金があ る場合の返

Ｓ時期は適りＪか。

第２　監査の結果

１ 令和３年度－Ｆｌ了体育協会二 補ａ金の概：ｌ

（１ ）補ｌ】金交付の根拠

一ＦＦ補助金交やｔ規則

一ＦＦ体育協会事業費補助金交吮契勸書

（２）補・ｔｉ・ｆｔ額

１， ３００， ０００　 ＦＩ‾ぺ

２　 監査の結果

次の とお り補助金が過大に交付 され、適ミをｊ欠いている こと から 、担售課において

は一‾芦叭体育協会に対し補助金の返ａを求める とと もに、適喘な指導を行われたいｏ

【ｍ摘事項】

（１）こ の補助金 は、 一‾Ｆぢ補助金交せ規」４ １ＪＲび一ＦＦ体育協会事業費補助 台：タイ才契

め書にＸづき 交イ才さ れて いる が、 售該契約書に よれ ば、 一Ｆ ＲＩＴｒ体育協会が令加３年

度事業計蔦書によ り本業を行い、Ｆは、 これにＳする経費にがし補助金 １， ３００， ０００
Ｐヨ を交付す ると されてい る。

（２）一ＴＦ黙体育協会の令ね ３年度效て夊決算書に よれ ば、 支出 の決算額合計は

１， ７１ １， ６３９　Ｐヨ とさ れ、 この うち 「万測の事態」に備え るた めの基金 とし て５００ ，０００

Ｐヨ が積みまてら れて いる とこ ろで ある。

（３）補助金交付契約書に よれば、 この補助金は、（ １） のと おり 事業計回書にＸづき行

われた事業について支出さ れた経費 を対象と して夕付 され るも のであり 、事業計

画に基づかず、かつ、 実際に支出が なさ れていない售該基金については、補助の筒

象と は認められない。

（４）したが って 、令 ５Ｆ口３ 年度の支芭決算額 １， ７１ １， ６３９　Ｆエ］か らま金相 苞額 ５００， ０００　Ｐヨ

を差 しり ｜い た１，２ １１ ，６３９ 円が補助対象 とな るこ とか ら、 交イ才すべき 補助金額は

１， ２１ １， ６３９　Ｐヨ とな り、 ８８ ，３６１　Ｐヨ が過大に交付 されたと 認め られ る。

３　 監査の　見

今回の補助金が過大に交付 され、適ｉＥ を叺いた要因 とし ては 、こ の補助金の補助目

的やが象 とな る経費が回確にな っていないこ とや、祖肖課が補助を精算爽において確

－８－



ｌｊ・

認事務に適正 さを欠いたこ とが上げ られ る。

ついては、担售課においては、 この補助金の 目的や対象と なる経費を補助金：タイす契

嶌書において回示する とと とも に、 補助金精算嶌における実殱報も確認本務の一層の

適ＩＥ化 を回 られるよ う留意さ れた い。

－９


